
 

千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築条例施行規則 

 

令和４年３月２２日 

規 則 第 ８ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地区建築

条例（令和４年千葉市条例第１３号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（機械式自動車車庫等の床面積の算定） 

第２条 機械式自動車車庫又は機械式自転車駐車場のうち建築物の床と

して認識することが困難な部分を有するものにおける条例第４条第２

項第２号の規定による床面積の算定については、主たる用途に供する

建築物から独立している機械式自動車車庫又は機械式自転車駐車場に

あっては主たる用途に供する建築物の各階の床と同じ高さに各階の床

があるものとし、建築物の内部に設置する機械式自動車車庫又は機械

式自転車駐車場にあっては当該建築物の各階の床と同じ高さに各階の

床があるものとして床面積を算定する。 

（特例許可の申請等） 

第３条 条例第４条第３項の規定による許可（以下「特例許可」とい

う。）の申請は、許可申請書（様式第１号）の正本及び副本を市長に

提出して行わなければならない。 

２ 前項の許可申請書の正本及び副本には、それぞれ建築基準法施行規

則（昭和２５年建設省令第４０号）第１条の３第１項に規定する付近

見取図、配置図、各階平面図、立面図その他市長が必要と認める図書

を添付するものとする。 

３ 市長は、特例許可をする場合は許可通知書（様式第２号）に、特例

許可をしない場合は許可しない旨の通知書（様式第３号）に、許可申

請書の副本及びその添付図書を添えて申請者に通知するものとする。 

 （準用） 

第４条 千葉市建築基準法施行細則（昭和５９年千葉市規則第５９号）



 

第５条の２第２項及び第５条の３から第５条の１０まで、第９条、第

１０条、第１２条並びに第１３条の規定は、条例第４条第４項に規定

する意見の聴取、特例許可を受けた建築物の設計及び建築主等の変更、

特例許可に係る申請の取下げの届出並びに特例許可を受けた建築物の

工事の取りやめの届出について、それぞれ準用する。 

 （委任） 

第５条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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